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はじめに 
 
 
「地域共生への取組み」について 
 

　原子力発電は、日本のエネルギー供給の中で重要な役割を担っています。 

　原子力発電環境整備機構（ＮＵＭＯ）は、経済産業大臣の認可法人として設立

され、原子燃料サイクルの過程で発生する高レベル放射性廃棄物（※1）と地層処分

を行う低レベル放射性廃棄物（※2）の安全・確実な処分を目指しています。 

 

　地域とＮＵＭＯの地層処分事業とが共に発展するためには、事業について地域

のみなさまの信頼を得ることが大前提で、それをもとにして、より良い関係を構築する

ことが不可欠であると考え、ＮＵＭＯが取り組むべき事項について、次のとおりまとめ

ました。 

 

　地層処分事業は100年以上にわたるものであり、地域のみなさまと共に歩んでいく

ことが何より重要と考えていますので、その趣旨からこの資料をご一読いただければ

幸甚です。 

 

目 　 次  

（※１）高レベル放射性廃棄物：本資料では、「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」でいう第一種特定放射性廃棄物という語のかわりに「高レベ
ル放射性廃棄物」を用いています。 
（※２）地層処分を行う低レベル放射性廃棄物：本資料では、「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」でいう第二種特定放射性廃棄物という語の
かわりに「地層処分を行う低レベル放射性廃棄物（地層処分低レベル放射性廃棄物）」を用いています。 

本資料に関するご質問などは、下記へお問い合わせ下さい。 

 
原子力発電環境整備機構 立地部 

〒108-0014 東京都港区芝4-1-23 三田ＮＮビル２階 

電話 03-6371-4003 

ＦＡＸ 03-6371-4101 

ホームページ　http: //www.numo.or.jp 
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